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厚真町では、子育て中の家庭の負担をサポートする下記の４つの還元事業があり、ポイント 

（あつまるポイント）が付与されます。 

あつまるポイントは町内加盟店で、買い物などに使用できます。（１ポイント：１円） 

あつまるカードの詳細については２ページをご覧ください。  
 

①子育て支援医療費還元 

【対象】        

   厚真町に住所のある０歳から１８歳（高校生）までの子どもの保護者の方   

（※ただし、生活保護法による生活保護を受けている方は対象となりません。） 

【医療費ポイント還元額】 
保護者が病院に支払った子どもに係る医療費（一部負担金）全額がポイント還元されます。 

（保険外負担金は含まれません。） 

＊医療費が高額療養費の対象となる場合は、高額療養費相当額を控除した額とします。 

＊こども園や学校、放課後児童クラブでケガなどをした場合で、災害共済給付の対象となった 
場合は、給付額を控除した額とします。 

 

＊乳幼児のお子さんについては、初診時一部負担金（医科 580 円、歯科 510 円）が対象と 
 なります。また、 医療費助成の対象となる場合は、医療費助成額を控除した額とします。 

 
 

②子育て支援利用者負担額還元 
  厚真町こども園の利用にあたって、保護者が負担した利用者負担額の２割を 

  還元します。※延長保育料・一時預かり保育料・給食費等は対象外です。 
 

③子育て支援高校生通学費等還元 

町外の高校に在学している高校生（高等専門学校については１～３年生）の保護者が負担して 

いる高校生の通学費や下宿代等の一部をポイントとして還元します。 

【対象】   

  町外の高校に在学している高校生の保護者の方  

【高校生通学費等ポイント還元額と手続き】  

  １カ月につき 5,000 ポイント（長期休暇を除く年間 10 カ月上限） 

  ・前期分（4～9 月分）、後期分（10～3 月分）の年 2 回（各期についてそれぞれ長期休暇 

   1 カ月分を除いた 5 カ月が上限） 

  ・受付期間：前期分８～１０月、後期分 2～4 月 ※受付期間中にお手続きください。 
   

 

 ④賃貸住宅子育て世帯支援 

  町内の賃貸住宅に入居している子育て世帯に家賃の一部をポイントとして還元します。 
 【対象】次のすべてに該当する世帯 

・町内の賃貸住宅（子育て支援住宅、月額家賃 48,000 円以下を除く）に入居している世帯 

  ・世帯合計所得 5,844,000 円以下の世帯  

  ・18 歳までの子どもを扶養（同居）している世帯 
 

   ・町税等に滞納がない世帯 

【還元内容】  

  0 歳～18 歳の扶養家族 1 人につき月額最大 3,000 ポイント 
※上限は月額家賃から 48,000 円を差し引いた額 
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●還元方法について 

１.「あつまるカード」と次の物をお持ちください。 

  ①は医療機関の領収書（発行日から 2 年以内のものに限る）、②は領収書、③は発行日から 2 カ 

  月以内の在学証明書又は在籍期間証明書、④は賃貸契約書及び家賃支払の証明となるものを、 

  子育て支援グループ窓口又は上厚真支所までお持ちください。 

 ２．窓口で申請書に必要事項をご記入いただきます。 

          （町公式ホームページからダウンロードできます。） 

●あつまるカードについて  

 あつまるカードは子育て支援ポイントと町内加盟店でのお買い物で貯まるポイントを一緒にまとめた 
ポイントカードです。  

   

●あつまるカードの使い方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お買い物をする 子育て支援サービスを受ける 

 

ポイントを 
貯める 

加盟店でのお買い物の際に提示すると
100 円につき１ポイント付与されま
す。 
※加盟店により 200 円～500 円につ
き１ポイントの場合があります。 

①～④の還元ポイントが付与されます。 
ポイントは子育て支援グループ又は上
厚真支所で付与します。 
※ポイントの付与には、申請書、領収書
などが必要です。 

ポイントを 

使う 
「あつまるカード」のポイントの差し引きによりお買い物ができます。 

ポイントの 

有効期限 

ポイント付与の年度も含めて３カ年度 
・令和５年度に付与されたポイントの有効期限：令和８年 3 月末 
以後、同様に２年経過後の年度末で期限切れとなり、自動失効されます。 

 
教育サポート券 

５００ポイント毎に教育サポート券（レシート）を発行します。寄付

したい団体名を記入して回収箱に投函すると１枚あたり１０円が寄付

されます。 
寄付団体：町内小中学校、こども園、スポーツ少年団、子ども会など 

見守り機能 

あつまるカードの使用が１４日間確認されない場合に

登録したメールアドレスにメールが届く機能です。 
希望により追加できます。 
※高齢者が対象です。 
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 経済的負担軽減のため、日常的に紙オムツを使用している世帯に燃やせるごみ用の指定 

ゴミ袋を支給します。 

＊２０リットルの燃やせるごみ指定袋    1 か月 10 枚（年間最大 120 枚） 

 【対象者】  

   ①3 歳未満の乳幼児と同居している保護者  

   ②厚真町身体障がい児等に係る日常生活用具の給付等に関する規定に基づき、紙オムツの 

   交付を受ける者又はその保護者 

   

   

  

 

  厚真町に 1 年以上在住している方で、第３子以降の子どもが生まれた場合に、出生した 

子ども 1 人につき 10 万円を出産祝い金として支給します。 

   

   

 
 

 

 【対象者】  

   ①短期大学、大学、大学院（防衛大学は除く）  

   ②高等専門学校（第４、第５学年及び専攻科）  

   ③専修学校専門課程（修業年限が２年以上に限る） 

   ④国外において、①～③に掲げる学校に相当する教育内容を行う学校 

   ※上記①～④に該当する学校の入学予定者か在学生の保護者などで厚真町に住所のある方 

    なお、入学予定者、在学生への直接貸付はできません。 

 【補助・助成などの金額】 

   月額６万円を限度に１万円単位の希望額  

 【返済方法】  

   卒業後、６か月据え置きで、借りた期間の３倍の期間内で口座振替等により返済 

 【選考基準】  

   町育英資金選考基準に基づき、成績、学習意欲、家庭の所得等を考慮し貸付者を決定します。 

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

     燃やせるごみ用指定ごみ袋支給事業 

出産祝金の支給                   

厚真町育英資金の貸付（無利子）         
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【対象者】  

  ①生活保護が停止か廃止になった世帯 

  ②町民税が非課税か減免になった世帯 

  ③個人事業税や固定資産税が減免になった世帯  

  ④国民年金保険料の減免、国民健康保険料が減免、又は徴収が猶予された世帯 

  ⑤ひとり親家庭か、それに準ずる家庭で児童扶養手当を受給している世帯 

  ⑥世帯更生資金を利用している世帯 

  ⑦公共職業安定所に登録している日雇労働者又は失対手帳を有する日雇労働者の世帯 

  ⑧その他経済的理由によりお困りの家庭  

【援助内容】  

  学用品費、新入学用品費、修学旅行費、学校給食費、体育実技用具費、ＰＴＡ会費 

    生徒会費、校外活動費、 学校病医療費（学校保健法で規定する疾病）、クラブ活動費、 

  オンライン学習通信費等 

   
 

  

 
 

 

【対象者】  

  ①生活保護法による被保護世帯等 

  ②市町村民税非課税世帯 

【援助内容】  

  給食費、教材費 

   

 

     就学援助制度（学用品費などの援助）/小学生・中学生            

補足給付費制度（こども園給食費・教材費などの援助）/こども園園児           


